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法律家管財人の退任について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当更生会社の更生手続につきましては格別のご理解とご協力を賜りまし

て厚く御礼申上げます。 

さて、平成２２年３月３１日の更生計画の認可決定を受け、これに従って、更生債

権者の皆様に対する第１回弁済を６月中に完了しました。これを機に、裁判所の許可

を得て、平成２２年６月３０日付にて、法律家管財人弁護士前田俊房氏は管財人を退

任し、当更生会社の法律顧問に選任されました。 

なお、これに伴い、平成２２年７月１日以降は、当職が単独の管財人としてその職

務を遂行していくことになります。 

今後も、当更生会社は、全社一丸となって、更生計画の遂行と更なる発展を期す所

存ですので、関係各位におかれましては、引き続き倍旧のご支援、ご協力を賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

  

 

 


